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2023年 8 月 1 日 

株式会社シーイーシー 

データセンターサービス事業部 

 

項  目 現  行 改  定  後 

契約条項の変更

廃止 

（新設） 第１６条の２（契約条項の変更廃止） 

当社は、関係法令の制定・改廃、

電気料金の変動等の社会情勢の変

化、契約者に対するサービスの向

上等の事情により適宜、契約条項

の全てもしくは一部を廃止し新た

な契約条項を制定する、または、

契約条項を変更することがありま

す。これらの場合、当社が提供す

る本サービスの内容および料金そ

の他の条件は、新たに制定された

契約条項または変更後の契約条項

の内容に従うものとします。 

 

 ２．契約条項の廃止、新たな契約条項

の制定、または契約条項の変更

は、当社が定めた日に効力を生 

じるものとします。 

 

 ３．契約条項の廃止、新たな契約条

項の制定、または契約条項の変

更を行うとき、当社は、契約者

に対し、その旨および前項に基

づき定めた効力の発生日、なら

びに新たな契約条項の制定また

は契約条項の変更を行うとき

は、当該制定または変更後の契

約条項の内容を当社の指定する

ホームページその他相当の方法

において周知するものとし、制

定または変更後の契約条項は、

当該効力発生日が到来した時点

で効力を生じるものとします。 
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附則の改定 （実施時期） 

本契約約款は、2016 年 4 月 1日から実施します。 

 

 
 

（実施時期） 

本契約約款は、2023 年 8 月 1日から実施します。 

 

  

 

以上 


